
 

２０２０－１９ 役員会 議事概要 

 

日 時  令和 ２年１０月２９日（木）10:45～11:20 

場 所  事務局２階 会議室（審議事項２以降はオンラインにて開催） 

出席者  学長，山本，緒方，尾西，梅川，伊藤，楠井 各理事 

列席者  大高，冨樫，野崎，橋本，西村，今西，松田，吉松，吉本，冨本，伊佐地 各副学長 

服部，小川 各監事 

 

Ⅰ．審議事項 

１．大学教員の懲戒処分について［関係者のみにて審議］ 

   学長から，｢審査委員会報告｣に基づき，審査決定書（案）及び懲戒処分書（案）について，

国立大学法人三重大学職員の懲戒の審査規程第 6 条第 2 項に基づく無記名投票を行った結果，

出席者全員により可決され，本懲戒処分の対象教員に対して，明日，審査決定書及び懲戒処分

書を交付することについて承認された。 

なお，本懲戒処分に関しては，国立大学法人三重大学職員懲戒規程第７条に基づき被処分者

が所属する部局の長に通知し，また，報道各社への情報提供及び本学ウェブサイトへの掲載を

行うことが確認された。 

 

 ２．大学教職員の採用等協議について 

企画総務部人事労務課長から，「資料：審－１」に基づき説明があり，審議の結果，原案どお

り承認された。 

 

 ３．事業者提案施設実施方針等について 

施設部長から，「資料：審－２」に基づき説明があり、審議の結果，事業を実施することにつ

いては承認され、整備手法については引き続き検討することとした。 

 

続いて，学長から，１０月１日、１０月１５日、１０月２９日の拡大役員打合会で協議・了

承及び１０月２１日の教育研究評議会で審議・了承された次の事項についての説明があり，審

議の結果，原案どおり承認された。 

   ４．三重大学上浜団地等設備他保全業務について（資料：審－３） 

（10/29 拡大役員打合会） 

 

   ５．三重大学上浜団地浄化槽清掃業務について（資料：審－４） 

（10/29 拡大役員打合会） 

 

   ６．令和３年４月からの事務組織体制（案）について（資料：審－５） 

     （10/29 拡大役員打合会） 

 

   ７．国立大学法人三重大学知的財産規程の改正及び内規の新規制定について 

     （10/1 拡大役員打合会→10/21 教育研究評議会）（資料：審－６） 

 

   ８．国立大学法人三重大学共同研究規程の改正等について（資料：審－７） 

     （10/15 拡大役員打合会→10/21 教育研究評議会） 



 

９．その他 

なし  

 

 

Ⅱ．報告事項 

１．医学部附属病院収支報告について 

  伊佐地副学長から，「資料：報－１」に基づき，９月分の医学部附属病院収支について，新型

コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、入院に関する指標は依然として厳しい状況である旨

の報告があった。 

 

２．その他 

なし 

 

以 上 


